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1 本書について 
マイクロソフト エンタープライズ サービスのサービス規定書 (Description of Services) (以下「本書」といいます) 

は、MS (日本マイクロソフト株式会社) またはその関連会社 (以下「マイクロソフト」といいます) と本会社の間で締

結されるマイクロソフト エンタープライズ サービス個別契約 (以下「個別契約」といいます) に基づき、マイクロソフ

トから購入いただけるプロフェッショナル サービスに関する情報を提供するものです。 

本書により、購入いただけるサービスの内容および条件 (前提条件、免責、制限事項、および本会社の義務を含

みます) を参照いただくことができます。従いまして、本書は、本会社が実際に購入し、マイクロソフトより提供を

受けるサービスについて規定するものではありません。本会社が実際に購入するサービスは、本会社が締結す

る個別契約または個別契約で参照される付属文書に規定されることにより、正式に確定します。その場合、本書

の該当箇所が、それらの個別契約の一部として適用されます。 

本書に記載されている一部のサービスは、グローバルにはご利用いただけません。本会社の所在地で購入可能

なサービスの詳細については、マイクロソフト サービス担当者までお問い合わせください。ご利用いただけるサー

ビスは変更される場合があります。 
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2 マイクロソフト プロフェッショナル サー

ビス 
マイクロソフト プロフェッショナル サービスは、本会社がテクノロジへの投資からビジネス価値を短期間で実現す

るための支援を行うサービスです。これらのサービスは、テクノロジ ライフサイクルの計画、実装、保守および最

適化の各段階で利用可能であり、本会社のオンプレミス、クラウドおよびハイブリッド IT インフラストラクチャを対

象としたデータ、モビリティ、生産性およびコンピューティング ソリューションを提供します。マイクロソフトは、以下

のカテゴリでプロアクティブ サービスを提供します。 

2.1 計画サービス 

計画サービスは、本会社の現在のインフラストラクチャ、データ、アプリケーションおよびセキュリティ環境につい

てアセスメントおよびレビューを行い、本会社が目的の成果に基づいて改善、アップグレード、移行、展開または

ソリューション実装の計画を策定するためのサービスです。 

2.2 実装サービス 

実装サービスでは、マイクロソフト テクノロジ ソリューションの設計、展開、移行、アップグレードおよび実装を促

進するため、技術およびプロジェクト管理の専門家を派遣します。 

2.3 保守サービス 

保守サービスは、マイクロソフト環境における問題の防止に役立つサービスであり、通常、利用可能なリソースを

確保するためにサービス提供に先立って計画されます。 

2.4 最適化サービス 

最適化サービスでは、本会社によるテクノロジへの投資を最大限活用するという目標に重点を置いています。こ

れらのサービスには、クラウド サービスのリモート管理、エンド ユーザーによるマイクロソフト製品の機能の導入

の最適化、および堅牢なセキュリティおよび ID 対策の確保が含まれる場合があります。 

2.5 教育サービス 

教育サービスでは、本会社のサポート スタッフの技術スキルおよび運用スキルの向上に役立つトレーニングを、

オンサイト、オンラインまたはオンデマンドで提供します。 
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3 コンサルティング サービス 
エンタープライズ サービスのコンサルティング サービス (以下「コンサルティング サービス」といいます) はプロジ

ェクト ベースのサービスであり、本会社が IT への投資から短期間で価値を引き出すためのソリューションの計

画、実装および導入に関連するサービスを提供します。マイクロソフトの製品およびテクノロジに基づき、デジタル

戦略、アーキテクチャ、計画、アップグレード、移行、展開、アプリケーション開発およびデータ インサイト ソリュー

ション全般にわたってサービスが提供されます。 

3.1 購入方法 

コンサルティング サービスは、以下のとおり、対象範囲を規定したプロジェクト ベースのカスタム サービスとし

て、または事前に対象範囲を規定したパッケージ サービスとして提供されます。 

サービス 定義 

カスタム コンサルティング サービス 固有のソリューションに関するサービスの範囲、スケジュール

およびマイルストーンを本会社ごとに規定するカスタム サービ

ス。 

パッケージ コンサルティング サービス 多くの一般的なビジネス シナリオに対応する事前に対象範囲

を規定した成果物を提供するサービス。 

キー:  は、個別契約に記載されている可能性がある項目を示します。 

3.2 カスタム コンサルティング サービス 

カスタマイズ可能なサービス ソリューションとして、以下のサービスが利用可能です。カスタマイズしたコンサルテ

ィング サービスの対象範囲については、個別契約または作業明細書 (SOW) に規定するとおりとします。 

アプリケーションおよびインフラストラクチャ - クラウド コンピューティングは、組織のデジタル変革を実現する

ための基盤となるものです。 

マイクロソフトのモダン アプリケーション サービスは、複数のチャネルを通じてすべてのデバイスで本会社に

対応できるようにするために、アプリケーションを最新化および統合し、クラウドを活用する場合に、モダン ア

プリケーションの提供によってリスクを軽減し、価値実現までの時間を短縮することを支援します。 

また、クラウド生産性ソリューションを利用して、組織がコミュニケーションおよび共同作業を向上させるため

のエクスペリエンスを計画、実装および構築し、本会社との関係を深めてビジネス インサイトを得るための支

援を行うことで、組織が Office 365 への投資をフルに活用できるようにします。 

データおよび人工知能 (AI) – 現代のビジネスの潮流の中心となっているのは、データを AI に転換すること

により競争力の向上を図ることです。 

マイクロソフトのビジネス インサイト ソリューションを利用すれば、開発者および組織は、Azure Database、

Power BI、Office、SQL Server などの製品を使用してデータを解き明かし、ビジネスおよび IT 組織向けのソ

リューションをビジョン化、実装およびサポートするための包括的な視点を通して AI 重視へとシフトすること

ができます。 

ビジネス アプリケーション – データ環境に接続されたビジネス アプリケーションに関する支援を行うことで、

AI およびビジネス インテリジェンスを利用可能にすると共に、リレーションシップ営業、人材プロセス、オペレ

ーションおよび顧客サービスを含むビジネスに不可欠な機能のデジタル化をサポートします。 
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マイクロソフトは、デジタル インテリジェンスをすべての取引に導入することによって、本会社がリレーション

シップを収益に転換できるように、営業、サービスおよびマーケティングにわたって、Microsoft Dynamics 

365 Customer Engagement に関するさまざまなコンサルティング サービスを提供します。Microsoft 

Dynamics 365 Unified Operations 向けのコンサルティング サービスは、オペレーションを最適化し、データ 

ドリブンの意思決定をリアルタイムかつグローバルな規模で行うことにより、本会社の成長の加速を支援しま

す。 

モダン ワークプレース – ワークプレース変革の一環として、マイクロソフトは、他社と互角の環境の実現を支

援すると共に、本会社内のすべてのプロフェッショナルが生産性向上のためのツールを確保できるようにしま

す。 

マイクロソフトのデバイスおよびモビリティ コンサルティング サービスにより、ビジネスおよび IT 部門のリーダ

ーは、本会社の従業員や本会社との関係をより深く充実したものにするようなエンタープライズ規模のモビリ

ティおよびデバイス管理戦略を策定および実装することができます。 

また、データセンターおよびクラウド インフラストラクチャ サービスは、テクノロジ、人およびプロセスを統合

し、IT 部門がデータセンターを特定のビジネス ニーズに合わせてカスタマイズして戦略的なビジネス資産に

変革できるようにします。セキュリティおよび ID サービスに加え、マイクロソフトは、IT インフラストラクチャ、

アプリケーションおよびデータを内部と外部の脅威から保護するために役立つ戦略およびソリューションも提

供します。 

3.3 パッケージ コンサルティング サービス 

マイクロソフトは、マイクロソフトの製品、テクノロジおよびプロセスに関する計画、展開および実装における経験

に基づき、多くの一般的なビジネス シナリオに対応するコンサルティング サービスを提供します。以下のサービ

スでは、作業範囲が事前に定義されており、期間は一定で、作業範囲に応じた価格が定められています。 

3.4 サービスの概要 

3.4.1 計画サービス 

 アーキテクチャ サービス: オンライン サービスの導入に関する目標を評価して、ガイダンス、計画お

よび改善策を提供します。この評価は、本会社のチームおよび環境を調整してオンライン サービスのア

ーキテクチャに関するベスト プラクティスに近づけるために役立ちます。 

デジタル アドバイザリー サービス プログラム: デジタル アドバイザリー サービスでは、業種およびビジ

ネスに関する専門知識を有するデジタル アドバイザーが、マイクロソフトの経験と革新的な戦略を活用し

て、本会社の組織がデジタルによる変革を達成できるよう支援します。デジタル アドバイザーは本会社

と連携して、デジタル ビジネスを構築するためのプログラムを推進します。 

デジタル アドバイザリー サービスは、非常勤または常勤のアドバイザー 1 名による、約 200 時間、400 

時間、800 時間、および 1600 時間のサービスのパッケージとして購入できます。マイクロソフトのサービ

ス デリバリー チーム (Microsoft Services Centers of Excellence の人員を含みます) が、専門知識を活

かしてサービスを提供し、推奨されるプラクティスに関するアドバイスおよびマイクロソフトのテクノロジに

関する具体的なガイダンスを提供します。 

さらに、以下のデジタル アドバイザリー サービス パッケージも利用可能です。 



Description of Services  Consulting services 

Page   4 

 デジタル アドバイザリー Digital Ready パッケージ: デジタル アドバイザーが主導するサー

ビスで、本会社の進化するビジネス モデルの一部としてデジタル移行を推進するためのビジネ

ス設計および変更プロセスを対象とします。 

 概念実証: 提案された技術ソリューションの実現可能性を本会社が評価できるようにする証拠を提供

するサービスです。この証拠は、実用レベルのプロトタイプ、ドキュメントおよび設計の形で提供されます

が、提供した内容は、通常はそのまま実稼働環境に適用することはできません。 

ソリューション計画: 本会社が、オンプレミス、クラウドおよびハイブリッド環境におけるマイクロソフト テク

ノロジの展開について実装計画を策定することを支援する、体系的なサービスです。これらのサービス

には、目的の成果を実現する本会社の技術ソリューションの実装計画を策定するために本会社のマイク

ロソフト テクノロジの設計、セキュリティ、IT 運用またはチェンジ マネジメントに関するアセスメントを行う

ことが含まれる場合もあります。サービスの終了時に、本会社に対し、本会社の技術的なアセスメントお

よびソリューションの実装計画を含むレポートを提出する場合があります。 

 開発環境導入計画サービス (DTDPS): 効果的な Visual Studio の導入計画を支援するた

めのサービスであり、Visual Studio の導入に関する計画および戦略を策定するために役立ち

ます。 

 パブリック クラウド プラットフォーム Microsoft Azure 導入計画サービス (AZDPS): トレー

ニング、デモおよび導入計画を含む数日間のサービスです。このサービスは、Azure ストレージ 

ソリューションの有効化、Microsoft Azure インフラストラクチャ サービスへのアプリケーション

の移行、Enterprise Mobility の実装、Microsoft Operations Management Suite の実装、ま

たは Microsoft Azure の仮想マシンでの開発およびテスト シナリオの実装を中心とすることが

できます。 

 デスクトップ導入計画サービス (DDPS): この導入計画サービスでは、Office 365、Office ま

たは Windows の展開方法を中心に、さまざまな計画ツールと事前定義済みのサービス活動を

提供します。 

 Dynamics 導入計画サービス (DYDPS): Microsoft Dynamics CRM (Customer 

Relationship Management) もしくは Dynamics CRM Online の実装もしくはアップグレード、ま

たは Microsoft Dynamics AX を使用した ERP (Enterprise Resource Planning) ソリューション

の実装を行うための計画サービスです。 

 Skype for Business & Exchange 導入計画サービス (S&EDPS): Skype for Business ま

たは Exchange の導入計画を支援するためのサービスであり、Microsoft Skype for Business 

または Microsoft Exchange のアーキテクチャおよび運用に関する導入計画を策定することが

できます。 

 プライベート クラウド管理および仮想化導入計画サービス (PVDPS): System Center、

Windows Server および Hyper-V の効果的な導入計画を支援するためのサービスであり、アッ

プグレード、移行、管理および仮想化の導入促進、ならびに統合デバイス管理の実装につい

て、広範な計画サービスを提供します。 

 SQL Server 導入計画サービス (SSDPS): SQL Server へのアップグレード、SQL Server 

Business Intelligence の導入、SQL Server への移行などの活動を中心とした数日間のサービ

スです。 

 SharePoint 導入計画サービス (SDPS):SharePoint および SharePoint Online の導入計

画サービスの提供を中心としたサービスであり、Office 365 FastTrack 計画、プロジェクトおよび

ポートフォリオ管理 (PPM) ソリューション計画、および SharePoint 導入計画が含まれる場合が

あります。 
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 ユーザー エクスペリエンス:本会社の基幹業務アプリケーションにユーザー エクスペリエンスを提供

するサービスであり、ストーリーボーディング、モーション グラフィックス、民俗学的調査、個人およびシナ

リオ分析、UX 戦略および設計、ビジュアル設計、UI 開発、ユーザービリティ テスト、およびアクセシビリ

ティに関する考慮事項に専門知識を取り入れます。 

3.4.2 実装サービス 

 プロジェクト ガバナンス: 適切な提供を行うために、本会社のプロジェクト、プログラムまたはサービ

スを管理および監督するサービスです。 

 ソリューション アーキテクチャ: マイクロソフトのテクノロジの参照用アーキテクチャに基づき、本会社

のソリューションについてアーキテクチャおよび設計を提供するサービスです。 

 ソリューション デリバリー: マイクロソフトのテクノロジに基づくソリューションの開発、構成、移行、アッ

プグレードおよび展開ならびに当該テクノロジの本会社の環境への組み込みを含む、技術的実装を提

供するサービスです。 

3.4.3 最適化サービス 

 適応サービス: 適応サービスでは、マイクロソフト テクノロジの購入に関連する変更について本会社

の組織が修正、監視および最適化できるかどうかを本会社が評価するために役立つ一連のサービスが

提供されます。これには、人材側の変更に関する適応戦略の策定と実行のコンサルティングが含まれま

す。本会社は、適応プログラムのサポートとして、専門技術、知識を有し、関連するマイクロソフトが推奨

するプラクティスに関連するリソースにアクセスできます。 

 IT サービス管理:イノベーション、柔軟性、品質および運用コストの改善を実現する最新のサービス

管理アプローチを使用して、本会社の古い IT 環境の進化を支援するための一連のサービスを提供しま

す。最新の IT サービス管理はリモートまたはオンサイトのアドバイザリー セッションまたはワークショップ

を通じて提供されます。アプリケーションまたはサービスをクラウドに移行する際に、本会社の監視、イン

シデント管理またはサービス デスクのプロセスを最適化してクラウド ベースのサービスの動態を管理で

きるようにします。 

 セキュリティ サービス: マイクロソフトのセキュリティ ソリューション ポートフォリオには、クラウド セキ

ュリティおよび ID、モビリティ、強化された情報保護、ならびに安全なインフラストラクチャという 4 つの重

点領域があります。セキュリティ サービスは、本会社が、IT インフラストラクチャ、アプリケーション、およ

びデータを内部と外部の脅威から保護し、これらの革新を実現する方法を把握するために役立ちます。 

3.5 免責および制限事項 

サービスの提供は、以下の免責および制限事項に基づくものとします。 

• デジタル アドバイザリー サービスは、マイクロソフト テクノロジの導入および使用のみに関するアド

バイスとガイダンスのみで構成されます。 

• 製品ライセンスは、コンサルティング サービスには含まれず、別途購入する必要があります。 

• デジタル アドバイザリー サービスには、製品の導入、問題解決、不具合対応サポート、マイクロソフ

ト以外のソース コードのレビュー、または上記のサービスの範囲を越える技術的なコンサルティング

やアーキテクチャに関するコンサルティングは含まれません。 

• マイクロソフト以外のソース コードについては、マイクロソフトのサービスは、プロセス ダンプまたは

ネットワーク モニター トレースなどのバイナリ データの解析のみに限定されます。 
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• マイクロソフト デジタル アドバイザーまたはサービス デリバリー チームの人員によるオンサイトの

サービス提供について、両者が合意したが前払いされていない場合は、合理的な交通費および宿

泊費が本会社に請求されます。 

• 購入された GitHub コンサルティング サービスは、Microsoft Corporation の完全子会社である 

GitHub, Inc. によって提供されます。個別契約にこれと異なる規定があったとしても、本会社の 

GitHub コンサルティング サービスの利用には、GitHub のプライバシーに関する声明 

(https://aka.ms/github_privacy) ならびに GitHub のデータ保護に関する補遺およびセキュリティに

関する別紙 (https://aka.ms/github_dpa) が適用されます。 

3.6 本会社の義務 

コンサルティング サービスの成功およびマイクロソフトによる義務の履行は、サービス期間全体を通しての本

会社の関与に依存します。これには以下の項目が含まれますが、それらに限定されません。 

• 本会社の担当者、IT スタッフ、ならびにハードウェア、ソフトウェア、インターネット接続、およびオフィ

ス スペースを含むリソースの利用可能状況 

• サービス デリバリー チームの要請に応じた、本会社による正確かつ完全な情報の適時の提供 

• 本会社の組織に関する情報へのアクセス 

• 本会社に割り当てられた義務の迅速かつ効果的な遂行 

• 本会社の決定権限者による迅速な決定および承認 

• 本会社の従業員または委託業者の交通費その他の関連費用の支払 

 

 

https://aka.ms/github_privacy
https://aka.ms/github_dpa
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4 サポート サービス 
マイクロソフト プレミア サポート サービス (以下「サポート サービス」といいます) は、IT ライフサイクルのすべて

の段階において新たなビジネス機会を実現できるように、コストの削減、生産性の向上およびテクノロジの利用を

支援する、包括的なエンタープライズ サポート サービスのセットです。サポート サービスには以下が含まれま

す。 

• IT インフラストラクチャおよび運用の正常性の維持と強化に役立つプロアクティブ サービス 

• 計画および実装を円滑に進めるためのサービス実施管理 

• 迅速な対応を提供しダウンタイムを最小限に抑える、優先順位を設定した年中無休の問題解決サービ

ス 

4.1 購入方法 

サポート サービスは、以下に規定するとおり、個別契約を使用して既存のサポートの契約の下でパッケージまた

は個々のサービスとして提供されます: 

サービス   定義 

エンタープライズ パッケージ 本会社の組織内で使用されている、サポート対象であるす

べての商用のマイクロソフト製品およびオンライン サービ

スについてサポートを提供するサービスの組み合わせ。利

用可能なオプションには構成可能パッケージと定型パッケ

ージがあります。 

エンハンスド ソリューション パッケージ 特定のマイクロソフト製品または本会社の IT システムを

対象とする、サポート サービスのパッケージ。構成可能パ

ッケージで利用できます。 

 

4.2 パッケージの概要 

4.2.1 エンタープライズ パッケージ 

エンタープライズ パッケージには、構成可能パッケージ (本会社の要件に合わせて組み合わせ可能) と定型パッ

ケージ (事前定義済みのサービス) の 2 つのオプションがあります。 

構成可能パッケージ 

サポート パッケージでは、本会社の必要に合わせて、以下の項目からカスタマイズすることができます。 

項目 利用可能なサービス 

プロアクティブ サービス セクション 4.3.1 「プロアクティブ サービス」に記載されているサ

ービスをサポート パッケージに含めることができます。 

サービス実施管理 すべてのパッケージに含まれます。 
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提供モデルおよびサービスのレベルは、セクション 4.3.2 「サー

ビス実施管理」に記載されているとおりにカスタマイズされます。 

リアクティブ サービス セクション 4.3.3 「リアクティブ サービス」に記載されているサー

ビスをサポート パッケージに含めることができます。 

エンハンスド サービス セクション 4.4 「エンハンスド サービス」に記載されている追加

のサービスをサポート パッケージに含めることができます。 

 

定型パッケージ 

サポート サービスがセットになっているエントリー レベルのパッケージで、契約期間は 1 年です。 

項目 含まれるサービス 

プロアクティブ サービス 「RAP as a Service」 1 つ 

サービス実施管理 セクション 4.3.2 「サービス実施管理」に記載されているとおり、

サービスの基本レベルが含まれ、グループ モデルを通じて提供

されます。 

リアクティブ サービス 「問題解決サポート」最大 20 時間 

 

4.2.2 エンハンスド ソリューション 

エンハンスド ソリューション パッケージは、特定のマイクロソフト製品または本会社の IT システムを対象とし、

利用可能なサービスは以下のとおりです。 

項目 説明 

ミッション クリティカル向けサポート 本会社のミッション クリティカルなビジネス ソリューション内に含

まれる一定のマイクロソフト製品のグループに対して、より高度

なサポートを提供します。セクション 4.5.1 「ミッション クリティカ

ル向けサポート」で紹介します。 

ラピッド レスポンス 本会社のクラウド サービスに対し迅速なリアクティブ サポートを

提供します。セクション 4.5.2 「ラピッド レスポンス」で紹介しま

す。 

Azure Event Management 本会社の重要な Azure イベントに際して、高度なプロアクティブ 

サポートとリアクティブ サポートを提供します。 

 

4.3 サービスの概要 

このセクションでは、プレミア サポート パッケージを構成するために組み合わせる項目について説明します。 
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4.3.1 プロアクティブ サービス 

プロアクティブ サービスは、本会社のマイクロソフト環境における問題発生の防止に役立つサービスです。利用

可能なリソースを確保し、適用される個別契約の期間中に提供するため、プロアクティブ サービスは適時、スケ

ジュールを決める必要があります。以下のプロアクティブ サービスは、下記または本会社の個別契約の規定に

従って提供されます。 

計画サービス 

概念実証: 提案された技術ソリューションの実現可能性を本会社が評価できるようにする証拠を提供す

るサービスです。この証拠は、実用レベルのプロトタイプ、ドキュメントおよび設計の形で提供されます

が、提供した内容は、通常はそのまま実稼働環境に適用することはできません。 

実装サービス 

オンボーディング サービス: 展開、移行、アップグレード、または機能開発に関する支援を提供するため

に、マイクロソフトのスタッフと直接協力して作業します。これには、マイクロソフト製品を使用した概念実

証または実稼働ワークロードの計画および検証に関する支援が含まれる場合があります。 

保守サービス 

アセスメント プログラム: 本会社によるマイクロソフト テクノロジの設計、技術的実装、運用またはチェン

ジ マネジメントについて、マイクロソフトが推奨するプラクティスに照らしてアセスメントを行います。アセ

スメントの終了時に、マイクロソフトのスタッフは本会社と直接協力して、起こりうる問題を是正し、本会社

の環境の技術的なアセスメントを含むレポートを提出します。これには改善計画が含まれる場合があり

ます。 

ヘルス チェック: 本会社のマイクロソフト テクノロジの実装を、マイクロソフトが推奨するプラクティスに照

らしてレビューします。マイクロソフトのスタッフは、本会社と協力してヘルス チェック サービスを計画し、

レビューを実施し、データを分析して、完了時にレポートを提供します。 

オフライン アセスメント: リモートまたは本会社の事業所でマイクロソフトのスタッフが収集したデータを使

用して、本会社によるマイクロソフト テクノロジの実装を自動的に評価します。マイクロソフトはオンプレミ

ス ツールを使用して収集したデータを分析し、結果および修正に関する推奨事項をレポートとして提供し

ます。 

プロアクティブ監視: サーバー インシデント管理プロセスを改善するための技術的な運用監視ツールお

よび推奨事項を提供します。このサービスは、インシデント マトリックスを作成し、主要なインシデントの

レビューを実施し、保守担当エンジニアリング チーム向けの設計を作成するのに役立ちます。 

システム運用強化対策支援プログラム (POP): 本会社のスタッフと協力し、マイクロソフトが推奨するプ

ラクティスに照らして、本会社の計画、設計、実装、または運用プロセスをレビューします。このレビュー

は、マイクロソフトのスタッフによってオンサイトまたはリモートで実施されます。 

RAP as a Service: リモートで収集したデータを使用して、本会社によるマイクロソフト テクノロジの実装

を自動的に評価します。マイクロソフトは収集したデータを分析し、修正に関する推奨事項を含む結果の

レポートを作成します。 

RAP as a Service Plus: RAP as a Service を提供した後、引き続き本会社の所在地で、改善計画および

知識移転を中心とする、カスタマイズされたシステム最適化ワークショップを (最大 2 日間) 実施します。 

最適化サービス 

適応サービス: 適応サービスでは、マイクロソフト テクノロジの購入に関連する変更について本会社の組織

が修正、監視および最適化できるかどうかを本会社が評価するために役立つ一連のサービスが提供されま
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す。これには、人材側の変更に関する適応戦略の策定と実行のサポートが含まれます。本会社は、適応プロ

グラムのサポートとして、専門技術、知識を有し、関連するマイクロソフトが推奨するプラクティスに関連する

リソースにアクセスできます。 

開発対象サービス: マイクロソフト テクノロジを使用して構築されるアプリケーションの構築、展開および

サポートに関して本会社のスタッフを支援するためのサービスです。 

IT サービス管理: イノベーション、柔軟性、品質および運用コストの改善を実現する最新のサービス管理

アプローチを使用して、本会社の古い IT 環境の進化を支援するための一連のサービスを提供しま

す。  最新の IT サービス管理はリモートまたはオンサイトのアドバイザリー セッションまたはワークショッ

プを通じて提供されます。アプリケーションまたはサービスをクラウドに移行する際に、本会社の監視、イ

ンシデント管理またはサービス デスクのプロセスを最適化してクラウド ベースのサービスの動態を管理

できるようにします。IT サービス管理サービスは、サポート サービスのカスタマイズされたプログラムの 

1 要素である場合があり、追加料金を支払うことで利用でき、追加契約で定義され、個別契約に言及さ

れる場合があります。 

ラボ サービス: 本会社の地域で利用可能な場合、マイクロソフト製品について製品開発、ベンチマーク、

テスト、プロトタイピングおよび移行の作業を支援するためにラボ施設をご利用いただけます。 

改善サービス: アセスメント サービス中に特定された課題に対処するために、マイクロソフトのスタッフと

直接協力して作業します。各サービスの期間は、個別契約に日数で指定され、エンジニアリング スタッフ

と連携して提供されます。 

セキュリティ サービス: マイクロソフトのセキュリティ ソリューション ポートフォリオには、クラウド セキュリ

ティおよび ID、モビリティ、強化された情報保護、ならびに安全なインフラストラクチャという 4 つの重点

領域があります。セキュリティ サービスは、本会社が、IT インフラストラクチャ、アプリケーション、および

データを内部と外部の脅威から保護し、これらの革新を実現する方法を把握するために役立ちます。セ

キュリティ サービスは、サポート サービスのカスタマイズされたプログラムの 1 要素である場合があり、

追加料金を支払うことで利用でき、追加契約で定義され、個別契約に言及される場合があります。 

教育サービス 

チョーク トーク: 短期間の対話型のサービスで、通常は 1 日のセッションとなります。マイクロソフトのス

タッフがオンサイトまたはオンラインで、製品およびサポートに関する講義およびデモンストレーション形

式のセッションを提供します。 

オンデマンド エデュケーション: マイクロソフトが開発したワークショップ ライブラリ内のさまざまなオンラ

イン トレーニング資料へのアクセスを許可するサブスクリプション サービスであり、シート単位で販売さ

れます。 

Web キャスト: マイクロソフトがホストする教育セッション。リモート環境でオンライン提供された、広範な

サポートおよびマイクロソフト テクノロジについてのセッションを利用できます。Web キャストは、個別契

約の規定に従い、出席者単位で、または本会社の組織への専用配信として購入することができます。 

ワークショップ: 上級レベルの技術トレーニング セッションです。広範なサポートおよびマイクロソフト テク

ノロジについて利用でき、マイクロソフトのスタッフがオンサイトまたはオンラインで提供します。ワークシ

ョップは、個別契約の規定に従い、出席者単位で、または本会社の組織への専用として購入することが

できます。ワークショップは、マイクロソフトからの明示的な書面による許可がなければ録画や録音はで

きません。 

カスタム プロアクティブ サービス: 本書に記載されたもの以外のサービスを、本会社の指示に従って、オンサイト

またはオンラインでマイクロソフト担当者が提供するサービスです。これらのサービスは日数で計算されて価格が

設定されます。カスタム プロアクティブ サービスの重点領域は以下のとおりです。 

• 保守サービス 
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• 最適化サービス 

• 教育サービス 

サポート アシスタンス: 利用可能な場合は、プロアクティブ サービスを、サポート アシスタンスの時間数として販

売されることがあります。これらの時間数は、上記の 1 つ以上のプロアクティブ サービスと、マイクロソフト サービ

ス担当者が提示する最新換算率で交換できます。プロアクティブ サービスをスケジュールした後、日単位または

固定料金のサポート アシスタンスの契約料金として、該当するサポート アシスタンスの時間数が本会社の残時

間数から差し引かれます (端数は切り上げます)。一定のサポート アシスタンスを発注した後にその種類の変更

を希望する場合、希望対象のサービスが利用可能であって、担当のサービス デリバリー マネージャーと合意し

た場合は、既に購入した時間数をその交換したサービスに充当することができます。 

プロアクティブ アクセラレータ: 導入リスクの排除、可用性の向上、またはソリューション パフォーマンスの最適化

という目的に基づいて、お客様による技術上またはビジネス上の成果の達成を支援する、対象範囲を絞った一連

の活動で構成されるマイクロソフトのスタッフ主導のサービス。プログラム アプローチを使用して、マイクロソフト

のスタッフは、フィット ギャップ分析、オンボーディング、最適化、知識移転、設計検証、実装計画など、エンゲー

ジメントに必要な一連の活動を決定します。 

4.3.2 サービス実施管理 

サービス実施管理 

すべてのプレミア サポート パッケージは、サービス デリバリー マネージャーによって調整され、開始されます。

開発者向けプレミア サポートおよび開発者対象パッケージの場合、サービス実施管理は、開発業界に関する幅

広い知識を持ち、開発技術について把握しているアプリケーション開発スタッフにより提供され、提供モデル、サ

ービスのレベル、および地域に基づいて調整することができます。個別契約に別途規定のない限り、提供モデル

は指定、サービスのレベルは基本レベルとします。 

提供モデル 

項目 定義 

グループ 担当者グループがリモートで実施します。 

指定 他のマイクロソフト プレミア サポートの本会社にもサービスを提供する特定の個人 

(非専任) が、オンサイトまたはリモートで提供します。 

専任 個々のマイクロソフト プレミア サポートの本会社のみを担当する特定の個人が、オン

サイトまたはリモートで提供します。 

サービスのレベル 

項目 定義 

基本 全般的な調整に加えて、サービス イントロダクション、サービス実施計画、サービス 

レビュー、重要なセキュリティ サポート アドバイス、インシデント管理、危機管理、イン

フォメーション サービス、およびサービス サブスクリプション マネジメントが含まれま

す。 

標準 すべての基本サービスに加えて、初期アセスメントおよび改善計画が含まれます。 
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項目 定義 

拡張 すべての標準サービスに加えて、マイクロソフト製品/オンライン サービスのライフサ

イクルの通知、インシデント トレンド分析およびアドバイス、プロセス ガイダンスが含

まれます。 

範囲の詳細 

以下のサービスは、基本レベルのサービス実施管理を購入する本会社に提供されます。 

サービス イントロダクション: プレミア サポート サービスの概要を紹介します。これには、プロアクティブ 

サービスの選択および計画の方法についての説明、ならびにリアクティブ サポートの要請とツールの利

用方法の説明を含みます。 

サービス実施計画: プレミア サポート サービスには、本会社の事業所および IT 施設にて本会社のチー

ムとコラボレーションし、いつどのようにサービスを利用するか (クラウド展開など) を決定するためのカス

タマイズ サービス プランが含まれています。 

サービス レビュー: 継続的に、過去の期間のサービスをレビューし、提供および改善された内容を本会

社に報告し、本会社のフィードバックを確認し、必要な活動内容または各種調整について協議します。こ

れらのレビューは、標準的なステータス レポートおよびオンラインまたはオンサイトでのステータス会議 

(オンサイトへの出張が承認される場合) で構成される場合があります。 

緊急レベルのセキュリティ サポート アドバイス: 緊急レベルのマイクロソフト セキュリティ情報を通知しま

す。指定または専任サービス デリバリー マネージャーがいる場合、サービス デリバリー マネージャー

はこの情報が IT インフラストラクチャに与える影響について本会社が評価することを支援します。 

インシデント管理: 適時解決および高品質のサポートの提供のために、サービス デリバリー チームがサ

ポート インシデントの監督を行います。これには、インシデント対応計画を策定し、インシデント中にステ

ータス更新を行うための第一連絡先を確認し、インシデントの発生後に根本原因の分析を円滑にするこ

とが含まれます。本会社がオンライン サービスを利用している場合、インシデントの原因とサービス レベ

ル契約 (SLA) の要約が含まれることがあります。 

危機管理: 業務に重大な影響が及ぶ状況において、サービス デリバリー チームは、年中無休で問題に

対処し通知を行います。 

インフォメーション サービス: 本会社の環境に関連するマイクロソフトの製品およびサービスを中心とす

るニュースレター、Web サイト、およびリソースを提供します。これには、マイクロソフトのテクノロジに関

するサポートおよび運用情報、トラブルシューティング ツール、ならびにサポート技術情報の記事への言

及が含まれることがあります。 

サービス サブスクリプション マネジメント: 本会社がオンライン サービスを利用している場合、マイクロソ

フトのスタッフは、本会社のオンライン サービス サブスクリプションに関する問題のエスカレーションを支

援し、請求、アカウント プロビジョニング、および SLA クレジットについての質問に回答する場合がありま

す。 

標準レベルのサービスを購入する本会社には、基本レベルのサービスに加えて以下のサービスが提供されま

す: 

初期アセスメント: IT 運用環境内のサービス ニーズを特定し、IT 運用の目標とする状態を達成するため

の実施可能な計画の構築を支援するための、発見アセスメントです。本会社がオンライン サービスを利

用している場合、サービス デリバリー マネージャーは、ユーザーをオンライン サービスに接続するため

に必要なオンプレミス インフラストラクチャを分析するよう手配することができます。また、サービス デリ
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バリー マネージャーは本会社のスタッフと協力して、本会社の接続に影響を及ぼす可能性があるリスク

を文書化し、そのリスクを軽減する可能性のある解決策を提示します。 

改善計画: 実施したアセスメント サービスの結果を受けた改善策をまとめます。これらの結果は、サービ

ス プラン内に、関連する修正を伴う改善アドバイスとして文書化されます。計画されたサービス レビュー

を通じてフォロー アップが行われます。 

オンサイトのサービス実施管理: サービス デリバリー マネージャーのオンサイトによるサービス提供を

利用できます。サービス提供ごとに追加料金がかかる場合があります。このサービスは、マイクロソフト

のスタッフの稼働状況によって左右されます。 

拡張レベルのサービスを購入する本会社には、基本および標準レベルに記載されているサービスに加えて以

下のサービスが提供されます。 

インシデント トレンド分析およびアドバイス: インシデント履歴のレビューを 1 回または複数回提供しま

す。このレビューでは、マイクロソフトに報告されたインシデントのうち、サポート対象のマイクロソフト テ

クノロジに関連して本会社の事業に大きな影響を与えたものの、人的、手続的、および技術的な側面を

対象とします。このレビューの結果は、すべて本会社の IT 運用コスト削減の支援を対象とした、運用改

善活動、スタッフの対応準備またはテクノロジの変更に関する推奨事項にまとめられます。 

プロセス ガイダンス: 推奨されるプロセスに関する基本的な情報を提供します。 

4.3.3 リアクティブ サービス 

リアクティブ サービスは、本会社のマイクロソフト環境における問題の解決を支援するものであり、通常はオンデ

マンドで利用され、以下のサービスの組み合わせが含まれる場合があります: 

問題解決サポート (PRS): マイクロソフト製品の使用中に発生した特定の症状を呈する問題に対してサポートを

提供します。これには、マイクロソフト製品に関する具体的な問題、エラー メッセージ、または意図したとおりに動

作しない機能についてのトラブルシューティングを含みます。インシデントの深刻度の定義、マイクロソフトのおよ

その対応開始時間、および支援要請要件については、以下の「表: インシデント対応」に詳しく規定するとおりとし

ます。 

メインストリーム サポート期間中の製品のバグによって発生した問題であると判断されない限り、PRS は時間単

位で請求され、個別契約に規定されている前払い時間数から差し引かれます。マイクロソフトが特定の問題に対

応している間に本会社の前払い時間数がすべて使用された場合、マイクロソフトは後払いで請求を行います。本

会社は、マイクロソフトがその後に新たなインシデントの対応を開始する前に追加の PRS 時間数を購入する必要

があります。本会社の要請により、マイクロソフトはサードパーティの技術サプライヤーと共同して複雑なマルチベ

ンダー製品の相互運用性の問題の解決を支援しますが、第三者製品のサポートは当該第三者の責任です。 

パブリック セクター プレミア サポート契約については、PRS は必要に応じてオンライン サービスについて提供さ

れます。パブリック セクター プレミア サポート契約に関するこれらのテクノロジに対してオープンとなっているイン

シデントについては、購入済みの PRS 時間数から差し引かれることはありません。 

該当するオンライン サービスのサポート ポータルの対象外となるサービスおよび製品のサポート要請は、マイク

ロソフト サービスのオンライン ポータルで管理されます。 

サービス実施管理は、すべての問題解決リクエストに対して同じ方法で利用されます。 

インシデントの深刻度に応じて、マイクロソフトの対応レベル、およその対応開始時間および本会社に求められる

対応が決まります。本会社は、本会社の組織に対する業務上の影響について説明する責任を負います。また、

本会社とマイクロソフトの協議のうえで、マイクロソフトは適切な深刻度を割り当てます。業務上の影響により深刻

度の変更が必要な場合には、本会社は、インシデントの期間中にかかる変更を要請することができます。 
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表: インシデント対応 

深刻度および状況 MS の対応予定 本会社の対応予定 

深刻度 1 

事業に壊滅的な影響が及ぶ場合: 

• 中核となる基幹業務遂行プロセス

を完全に失い、業務を合理的に継

続することができないとき 

• 即時の対応が必要 

• 最初の電話連絡から 1 時

間以内に対応開始 

• 可能な限り速やかにマイク

ロソフト リソースが本会社

の施設でオンサイト サポ

ートを提供 

• クリティカル シチュエーショ

ン リソース 1 の割当 

• 無休体制で対応 2 

• マイクロソフト製品開発グ

ループへの迅速なエスカレ

ーション 

• マイクロソフトの上級管理

職への通知と報告 

• 本会社の上級管理職への

報告 

• 無休体制で作業を続ける

ために適切な人的資源の

確保 2 

• 変更管理部門による迅速

なアクセスと対応 

• 電話による支援要請のみ 
3 

深刻度 A 

事業に重大な影響が及ぶ場合: 

• 事業に相当の損失が発生し、断続

的に業務遂行プロセスが停止する

時 

• 1 時間以内に対応が必要 

• 最初の電話連絡から 1 時

間以内に対応開始 

• 必要に応じてマイクロソフ

ト リソースが本会社の施

設でオンサイト サポートを

提供 

• クリティカル シチュエーショ

ン リソース 1 の割当 

• 無休体制で対応 2 

• マイクロソフトの上級管理

職への報告 

• 無休体制で作業を続ける

ために適切な人的資源の

確保 2 

• 変更管理部門による迅速

なアクセスと対応 

• 経営管理部門への通知 

• 電話による支援要請のみ 
3 

深刻度 B 

事業に中程度の影響が発生する場合: 

• 業務に中程度の部分的な損失が

発生し、サービスの質が低下する

が、業務自体は不十分な状態なが

ら継続可能である 

• 2 営業時間内に対応が必要 5 

• 最初の電話連絡から 2 時

間以内に対応開始 

• 営業時間内のみ対応を実

施 4,5 

• マイクロソフトの対応に合

わせて適切な人的資源を

確保 

• 営業時間内のシステム構

成変更を含む各種作業実

施に対して、適切な権限を

有する承認者の指名と連

絡手段の確保、ならびに

作業に要する権限のマイ

クロソフトに対する提供 

• 電話、Web による支援要

請 
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深刻度および状況 MS の対応予定 本会社の対応予定 

深刻度 C 

事業に軽微な影響が及ぶ場合: 

• サービスへの支障がわずかである

か、またはまったくない状態で実質

的に業務は機能している 

• 営業時間内に対応が必要 5 

• 最初の電話連絡から 4 時

間以内に対応開始 

• 営業時間内のみ対応を実

施 5 

• 問題の当事者の正確な連

絡先情報 

• マイクロソフトからの要請

等に対して、24 時間以内

に対応可能な体制を確立 

• 電話、Web による支援要

請 

1 クリティカル シチュエーション スタッフは、事例管理、エスカレーション、人員配備および調整を通じて問題を迅速に解決に導く支援を提供するよう任命された個人です。 

2 本会社が上記表に基づく「本会社の対応」を満足に実施できないと MS が合理的に判断する場合には、深刻度が引き下げられることがあり得ます。 

3 本会社は、オンライン サービスのサポート要請を、該当するオンライン サービス サポート ポータルを通じて提出することができます。 

4 深刻度 B の問題に対する無休体制での対応は、すべての地域で利用できるわけではありません。詳細については、サービス デリバリー マネージャーに相談してください。 

5 営業時間は通常、現地標準時で 09:00 ～ 17:30 となりますが、休日と週末は除きます。営業時間は国によって異なることがあります。 

 

オンサイト サポート: オンサイトのリアクティブ サポートでは、本会社の所在地での支援を提供します。このサー

ビスは、マイクロソフトのスタッフの稼働状況によって左右され、オンサイトのサービス提供ごとに追加料金がか

かる場合があります。 

開発サポート アシスタンス: マイクロソフト プラットフォーム上でのマイクロソフト テクノロジを組み込んだアプリケ

ーションの作成および開発を支援します。マイクロソフトの開発ツールおよびテクノロジ専用のサービスであり、個

別契約に記載されている時間数として販売されます。 

アドバイザリー サービス: IT プロフェッショナルおよび開発者を対象に、計画外の問題に対する短期 (通常 6 時

間以下) の電話サポートを提供します。アドバイザリー サービスには、本会社がよくあるサポート問題を回避し、

システム停止が発生する可能性を低減する方法でマイクロソフト テクノロジを実装できるようにするための、助

言、ガイダンス、根本原因分析および知識移転が含まれる場合があります。アドバイザリー サービスは、個別契

約に記載されている時間数として販売されます。 

4.4 エンハンスド サービス 

このセクションに記載されている項目は、プレミア サポート パッケージに対する追加、拡張および変更として、追

加料金を支払って利用することができます。追加のエンハンスド サービスは、追加料金を支払うことで利用でき、

本会社の個別契約に基づく別紙に定義されます。 

4.4.1 指定サポート エンジニアリング 

指定サポート エンジニアリング (DSE): DSE サービスは、事前定義されたサービスとして、または対象範囲を規

定したプロアクティブ サービスを実施するためのカスタムの時間数として、購入することができます。 

時間数として購入した場合、DSE サービスの時間数は、利用されサービスが実施された時間に応じて、本会社が

購入した総時間数から差し引かれます。 

事前定義された DSE サービスは、本会社の環境に合わせて調整され、本会社が目的とする成果の実現を支援

します。これらのサービスは、Microsoft 365、Office 365、Azure IaaS、Azure PaaS、サイバー セキュリティ、モダ

ン アイデンティティ、IT サービス マネジメント、データ分析、人工知能 (AI) および Dynamics 365 などの領域を対

象とし、事前定義された必須のプロアクティブ サービスが組み込まれている場合があります。 

DSE サービスの重点領域は以下のとおりです。 
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• パフォーマンス最適化のため、本会社の現在および将来のビジネス要件および本会社の IT 環境の

構成について深い知識を維持すること。 

• サポート サービスにて提供したサービス内容 (サポータビリティ レビュー、ヘルス チェック、ワークシ

ョップ、リスク評価プログラムなど) の活用に関する推奨事項を文書化すること。 

• 本会社の展開作業および運用作業が、マイクロソフト テクノロジに関する本会社の実装計画もしく

は現在の実装に沿ったものとなるよう支援すること。 

• 本会社の IT スタッフの技術スキルおよび運用スキルの向上を図ること。 

• 将来のインシデントの予防および対象となる本会社のマイクロソフト テクノロジのシステム可用性を

向上するための戦略を策定および実装すること。 

• 繰り返し発生するインシデントの根本原因を究明し、指定されたマイクロソフト テクノロジの今後の

障害発生を予防するための推奨事項を提示すること。 

DSE の購入方法に関係なく、担当スタッフは、開始ミーティングでの両者の合意に基づいて配分し、優先順位を

設定して、割り当てるものとし、サービス実施計画の一部として文書化されます。 

サービス固有の前提条件および制限事項 

• DSE サービスは、通常の営業時間内 (祝祭日を除く月曜日から金曜日の 09:00 ～ 17:30 (日本の標

準時間)) に利用することができます。 

• DSE サービスは、本会社が選択し、本会社の個別契約に規定する特定のマイクロソフト製品および

テクノロジをサポートします。 

• DSE サービスは、本会社の個別契約に規定されている指定サポート提供地内の単一のサポート提

供地に対して提供されます。 

4.4.2 プレミア アルティメイト 

プレミア アルティメイト: リアクティブ サービスの下で利用可能なサービスとして、必要に応じて問題解決サポート

を提供します。 

サービス固有の前提条件および制限事項は以下のとおりです。 

• プレミア アルティメイトは、個別契約に規定する連絡担当者数に制限されます。 

• プレミア アルティメイトへの登録を維持するには、本会社は、本会社またはマイクロソフトが実施す

るアセスメントによって特定された問題を、アセスメント サマリーの作成から 30 日以内に修正する

ために、商業的に合理的な努力を行います。 

• いずれの当事者も、他方当事者が問題を修正しなかった場合には 30 日前までに書面をもって通知

することにより、それ以外の場合は 60 日前までに書面をもって通知することにより、プレミア アルテ

ィメイト サービスの契約を解除することができます。 

• サービス期間の終了前に解除を行ったプレミア アルティメイトの本会社は、問題を修正しなかったた

めにマイクロソフトから解除された場合を除き、未使用のサービスについて按分による払い戻しを受

けます。 

• プレミア アルティメイトは、一部のサポート提供地で利用できない場合があります。 
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4.4.3 Third Tier サポート 

Third Tier サポート: 個別契約に規定するマイクロソフト テクノロジに関する本会社の問題解決の要請に対応す

る、定義された製品領域に関してマイクロソフトで最も経験を積んだスペシャリストに直接アクセスすることができ

ます。 

サービス固有の前提条件および制限事項は以下のとおりです。 

• Third Tier サポート チームに提出される問題解決の要請は、解決のために通常の製品サポートの

エンジニアを必要とする場合があります。ただし、要請に対しては、Third Tier サポート チームが一

次的な責任を保持します。 

• 本会社は、Third Tier サポートの時間数を標準の問題解決サポート サービスに適用することができ

ますが、標準の問題解決サポートの時間数を Third Tier サポートの要請に適用することはできませ

ん。 

• Third Tier サポート チームの業務時間および Third Tier サービスの利用可能状況は、国によって

異なります。詳細については、サービス デリバリー マネージャーに相談してください。 

• このサービスは、登録料金を必要とし、問題解決サポート時間を補足するものですが、すべてのサ

ポート提供地で利用できるわけではありません。 

• プールされた PRS 時間数と組み合わせて Third Tier サポートを使用している場合、本会社の Third 

Tier 料金は、プールされた全 PRS 時間数に基づくことがあります。 

4.5 エンハンスド ソリューション 

エンハンスド ソリューション パッケージは、特定のマイクロソフト製品または本会社の IT システムに対して追加の

サポート リソースを提供するものです。エンハンスド ソリューションは、追加料金を支払うことで利用でき、本会社

の個別契約に基づく別紙に定義されます。 

4.5.1 ミッション クリティカル向けサポート 

ミッション クリティカル向けサポート: 個別契約に規定するとおり、本会社のミッション クリティカル ソリューション

に含まれる一定のマイクロソフト製品のグループに対して、より高度なサポートを提供します。ミッション クリティカ

ル向けサポートは、サポート サービスのカスタマイズされたプログラムを提供するもので、追加料金を支払うこと

で利用でき、本会社の個別契約に基づく別紙に定義されます。 

4.5.2 ラピッド レスポンス 

ラピッド レスポンス: ラピッド レスポンスでは、サポート インシデントを技術専門家に転送し、必要に応じてクラウ

ド サービス オペレーション チームへのエスカレーション パスを提供することで、本会社のクラウド サービスに対

し迅速なリアクティブ サポートを提供します。 

本会社の Microsoft Azure コンポーネントについてラピッド レスポンス サービスを受けるには、本会社は、該当

するクラウド サービス ポータルを通じてインシデントを提出する必要があります。本会社による問題解決サポート

の要請は、クラウド サービスの専門知識を持つ指定されたエンジニア チームが対応を行うラピッド レスポンス サ

ポートのキューに直接送られます。インシデントを解決するために標準的な製品サポート プロフェッショナルのリ

ソースが必要となる場合もありますが、ラピッド レスポンス チームは、年中無休でインシデントに対応する一義的

な責任を有します。 

本会社の Azure コンポーネントの場合、問題解決サポートの応答時間は下表に規定するとおりとし、これは基本

パッケージ サポートの見積もり応答時間より優先します。ラピッド レスポンスは、Azure Communication 
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Services、Azure DevOps、Azure Media Services、Azure Stack、Azure StorSimple、GitHub AE、課金/サブスク

リプション管理、Universal Print、M365 のテスト ベース、または Microsoft Mesh には適用されません。 

深刻度および状況 MS の対応予定 本会社の対応予定 

深刻度 1 

固有のラピッド レスポンス キューに対し

オンラインで提出 

• 運用環境における以下の状況: 

• 事業に壊滅的な影響が及ぶ場合:  

• 中核となる基幹業務遂行プロセスを

完全に失い、業務を適切に継続する

ことができない時 

• 即時の対応が必要 

• 最初の電話連絡から 

15 分以内に対応開始  

• 年中無休体制で対応 1 

• マイクロソフトの経験を

積んだスペシャリストへ

のアクセス 2 

• クラウド サービス オペ

レーション チームへの

迅速なエスカレーション 

• 無休体制で作業を続ける

ために適切な人的資源の

確保 1 

• 変更管理部門による迅速

なアクセスと対応 

深刻度 A 

固有のラピッド レスポンス キューに対し

オンラインで提出 

• 運用環境における以下の状況: 

• 事業に重大な影響が及ぶ場合: 

• 事業に相当の損失が発生し、断続的

に業務遂行プロセスが停止する時 

• 1 時間以内に対応が必要 

• 最初の電話連絡から 

15 分以内に対応開始  

• 年中無休体制で対応 1 

• マイクロソフトの経験を

積んだスペシャリストへ

のアクセス 2 

• クラウド サービス オペ

レーション チームへの

迅速なエスカレーション 

• 無休体制で作業を続ける

ために適切な人的資源の

確保 1 

• 変更管理部門による迅速

なアクセスと対応 

1 本会社が上記表に基づく「本会社の対応」を満足に実施できないと MS が合理的に判断する場合には、深刻度が引き下げられるこ

とがあり得ます。 

2 ラピッド レスポンス問題解決サポート サービスは英語でのみ提供されています。 

4.5.3 Azure Event Management 

Microsoft Azure Event Management (「AEM」): 本会社の重要な Azure イベントに際して、高度なプロアクテ

ィブ サポートとリアクティブ サポートを提供します。重大なイベントとは、事業への影響が大きい期間や顧客の需

要がピークに達する期間であって、最高水準のサービス可用性とパフォーマンスが求められる期間を意味しま

す。イベントについては、8 週間前までにカスタマー サクセス アカウント マネージャーにご確認いただく必要があ

ります。また、最長 5 日間まで連続したリアクティブ サポート対応を受けられます。 

 

AEM は、Microsoft Azure コア サービスを利用するイベントをサポートします。AEM は、Azure Well-

Architecture Framework に基づいて Azure ソリューションを評価し、イベントの全体的な成功に影響を与える可

能性のあるリスクを指摘します。 

 

イベント前の活動の一環として、AEM チームは次のことを行います。   

• 本会社のソリューションを評価しそれについて精通すること   

• 稼働時間と安定性への影響が考えられる課題とリスクを明確にすること   

• Azure プラットフォームで容量と回復性のレビューを実行すること    
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AEM サポート チームは、ソリューションの可用性またはパフォーマンスに影響を与える可能性のあるリスクを軽

減するために推奨されるアクションのリストを提供します。  

イベント中、AEM チームは、イベントの詳細を把握し、ソリューションに影響を与える問題の解決に備えます。 

 

深刻度および状況 MS の対応予定 本会社の対応予定 

深刻度 1 

事業に壊滅的な影響が及ぶ場合 

• 中核となる基幹業務遂行プロセスを

完全に失い、業務を合理的に継続す

ることができないとき 

• 即時の対応が必要 

• Microsoft Azure サー

ビスの場合、最初の連

絡から 15 分以内に対

応開始、およびマイクロ

ソフト クラウド オペレー

ション チームへの迅速

なエスカレーション 2 

• 30 分以内にクリティカ

ル シチュエーション マ

ネージャーを割当 

• 年中無休体制で対応 1 

• マイクロソフトの経験豊

富なスペシャリストへの

アクセスおよびマイクロ

ソフト内での製品チー

ムへの迅速なエスカレ

ーション 

• 本会社のソリューション

の構成について把握し

ているサポート エンジ

ニアの関与。該当する

場合は、かかるエンジ

ニアがインシデント管理

プロセスを支援および

効率化することがありま

す 

• 必要に応じて、マイクロ

ソフトの上級管理職へ

の通知と報告 

• Azure サービスの場合は、

AEM に向けたケースの説

明を含め、Microsoft 

Azure portal からインシデ

ント サービス要求をオンラ

インで提出していただく必

要があります 

• マイクロソフトの要請に応

じて、本会社の上級管理

職との適切な連絡 

• 無休体制で作業を続ける

ために適切な人的資源の

確保 1 

• 迅速なアクセスと対応 

深刻度 A 

事業に重大な影響が及ぶ場合 

• 事業に相当の損失が発生し、断続的

に業務遂行プロセスが停止する時 

• 1 時間以内に対応が必要 

• Microsoft Azure サー

ビスの場合、最初の連

絡から 15 分以内に対

応開始、およびマイクロ

ソフト クラウド オペレー

ション チームへの迅速

なエスカレーション 2 

• Azure サービスの場合は、

AEM に向けたケースの説

明を含め、Microsoft 

Azure portal からインシデ

ント サービス要求をオンラ

インで提出していただく必

要があります 
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• 30 分以内にクリティカ

ル シチュエーション マ

ネージャーを割当 

• 年中無休体制で対応 1 

• マイクロソフトの経験豊

富なスペシャリストへの

アクセスおよびマイクロ

ソフト内での製品チー

ムへの迅速なエスカレ

ーション 

• 本会社のソリューション

の構成について把握し

ているサポート エンジ

ニアの関与。該当する

場合は、かかるエンジ

ニアがインシデント管理

プロセスを支援および

効率化することがありま

す 

• 必要に応じて、マイクロ

ソフトの上級管理職へ

の通知と報告 

• マイクロソフトの要請に応

じて、本会社の上級管理

職との適切な連絡 

• 無休体制で作業を続ける

ために適切な人的資源の

確保 1 

• 迅速なアクセスと対応 

 
1 マイクロソフトの継続的な問題解決体制を支援する十分なリソースや対応が本会社から得られない場合、年中無休体制から対応レ

ベルを引き下げることがあります。 

2 AEM 問題解決サポート サービスは英語でのみ提供されます。 

 

AEM は、リアクティブ サポート期間中にオープンになったケースについて、イベント後に概要を提出し、各ケース

を解決済みにするように努めます。 

4.6 パートナー サポート ソリューション 

パートナー向けプレミア サポート ソリューション: パートナー向けプレミア サポートは、本会社に内部使用のため

のサポート サービスを提供するか、または本会社を介してエンド カスタマーにサポート サービスを提供します。 

リアクティブ サービスについては、パートナー向けプレミア サポートにより、本会社はマイクロソフト製品およびサ

ービスに関する内部サポート サービスの専門知識を構築することができるほか、本会社は、マイクロソフトのサ

ポート エンジニアを起用して、本会社自身で解決できないマイクロソフト製品およびサービスのサポート インシデ

ントの支援を受けることができます。 

本会社は、パートナー向けプレミア サポートを用いて本会社のエンド カスタマーとマイクロソフトの間にダイレクト 

サポート サービスの関係を構築することはできません。 

パートナーのリクエストによるエンド カスタマーへのサービス提供は、マイクロソフト プレミア サポート別紙 - パー
トナー下請を締結しており、かつパートナーがエンド カスタマーとの間でダイレクト サポート契約を締結し、サービ

ス全体で関与することを求めるマイクロソフト パートナーのみが利用できます。 
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上に挙げたプレミア サービスのほかに、以下のパートナー向けプレミア サポート サービスが利用でき、本会社の

ニーズにあわせてカスタマイズできます: 

サービス実施管理: 

• クラウド最適化レポート: 本会社のマイクロソフト パートナー プログラムの ID 番号および要請に基

づき、本会社のオンライン サービスの使用に関する定期的な報告を利用できます。本報告は、クラ

ウド採用を加速し、本会社のエンド カスタマー ベース内での成長の機会を規定するために推奨プラ

クティスを使用しやすくすることを目的としています。 

サービス固有の前提条件および制限事項は以下のとおりです。 

• プレミア サービスは、内部使用のために直接パートナーに提供されます。ただし、パートナーがマイ

クロソフト プレミア サポート別紙 - パートナー下請を実施している場合はこの限りではありません。 

• マイクロソフト プレミア サポート別紙 - パートナー下請を実施しているパートナーは、マイクロソフト

に対し、パートナーに代わり、マイクロソフト プレミア サポート別紙 - パートナー下請に定める条件
に従い、パートナーとサービス契約を締結しているエンド カスタマーを対象にプレミア サービスを提

供するよう要請することができます。 

• パートナーが管理権限を有するパートナーのエンド カスタマーの環境に関して問題解決サポート 

(PRS) インシデントを提出するためには、パートナーは、マイクロソフト プレミア サポート別紙 - パー
トナー下請を実施している必要があります。 

• パートナー向けプレミア サポート ソリューションに含めることができるエンハンスド サービスおよびエ

ンハンスド ソリューションについては、購入した各サービスは、マイクロソフト プレミア サポート別紙 

- パートナー下請に定めるとおり、単一のエンド カスタマーにのみ提供することができますが、当該

エンド カスタマーを個別契約に指定する必要があります。追加のエンド カスタマー向けのエンハンス

ド サービスは、個別契約の修正により購入することができ、適切なエンド カスタマーを、新しいエン

ハンスド サービスの個別契約に指定します。パートナーは、修正により、購入したエンハンスド サー

ビスの指定エンド カスタマーを変更することができます。個別契約にエンド カスタマーが指定されて

いない場合、エンハンスド サービスまたはエンハンスド ソリューションは、本会社にのみ提供するこ

とができます。 

当社は、本会社のスタッフ (またはマイクロソフト プレミア サポート別紙 - パートナー下請を締結しているパートナ

ーについては、指定以外のサポート提供地の本会社のエンド カスタマー) に対し、特定のサポート提供地につい

て本会社の個別契約に提案および指定されているプロアクティブ サービスおよび問題解決サポート サービス提

供へのリモートでの参加を許可する場合があります。このような参加は、利用可能な場合に限り許可されます。 

本会社が、自らに代わり自らのエンド カスタマーにサポート サービスを提供する第三者サポート サービス プロバ

イダーと契約している場合、当該第三者サポート サービス プロバイダーは、お客様の代理人として行為し、本 

DOS、個別契約、およびマイクロソフト プレミア サポート別紙 - パートナー下請に定めるものと同じすべてのサー
ビス利用条件が適用されます。当該条件は、パートナーと第三者サポート サービス プロバイダーとの間の書面

契約に定められている必要があります。マイクロソフトは、マイクロソフト プレミア サポート別紙 -パートナー下請
に定める当該条件の遵守状況を確認する権利を有します。 

パートナーである本会社以外のいかなる者も、本会社のパートナー向けプレミア サポート契約に基づき、プレミア 

サポート サービスをエンド カスタマーに直接販売または提供できることを表明することはできません。 

4.7 グローバル サポート ソリューション 

グローバル サポート ソリューション: プレミア グローバルを利用すると、本会社は 1 つ以上のサポート提供地で

プレミア サポートを受けることができます。プレミア グローバルは、以下に規定するとおり、構成可能パッケージ

の一部として提供されます。 
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• ホスト: プレミア グローバル サービスについて本会社がマイクロソフトと契約したサポート提供地で

す。別途規定する場合を除き、これは、指定または専任のサービス デリバリー マネージャーのサポ

ート提供地となります。 

• ダウンストリーム: 個別契約でサービス提供を受ける場所として指定された、ホスト サポート提供地

以外のサポート提供地です。 

プロアクティブ サービス、リアクティブ サービス、サービス実施管理、およびエンハンスド サービスは、本サービ

ス規定書の規定に従って提供されます。ただし、以下の変更が適用されます。 

• プロアクティブ サービス: 本会社は、個別契約に規定されている指定サポート提供地間でプロアクテ

ィブ サービスを移転することができます。 

• リアクティブ サービス: 本会社は、ホスト サポート提供地において本会社のすべての問題解決サポ

ート (PRS) 時間数を購入することを選択できます。これは、プールされた問題解決サポート (PRS) 時

間数と呼ばれます。本会社は、個別契約に規定されている指定サポート提供地間で PRS 時間数を

移転することができます。 

マイクロソフトは、指定以外のサポート提供地のスタッフに対し、特定のサポート提供地について指定されている

プロアクティブ サービスおよび問題解決サポート サービスへのリモートでの参加を許可する場合があります。こ

のような参加は、利用可能な場合に限り許可されます。 

サービス デリバリー マネージャー: 本会社を担当するグローバル サービス デリバリー マネージャーは、指定ま

たは専任のリソースであり、本会社に対し、セクション 4.3.2 に規定する拡張レベルのサービスを提供します。さら

に、このリソースは、複数国間のサービス調整およびレポート管理を提供します。 

サービス固有の前提条件および制限事項は以下のとおりです。 

• 料金の差額: プロアクティブ サービスおよび問題解決サポート サービスの料金は国によって異なる

場合があります。マイクロソフトは、料金の差額について本会社に請求を行い、または時間単位の

サービスの場合は国の間の料金の差額に対処するために時間数を調整する権利を有します。 

• 必要に応じて Office 365 および Microsoft Azure サブスクリプションによって提供される PRS は、

すべての指定サポート提供地で利用可能です。 

• 請求額の合算: 別段の明記がない限り、個別契約に記載されている全サポート場所に対する全サ

ービスの合計金額を記載した、1 件の請求書を発行致します。課税額は、マイクロソフトの署名者と

ホストの場所に基いて査定されます。追加の税金については、貴社が単独で責任を負うものとしま

す。 

• サポート提供地で利用可能なサービスに制限または変更が適用される場合があります。 

• 請求額の合算に対する例外: インド、中国、台湾、香港、韓国、日本、ニュージーランド、マカオおよ

びオーストラリア (すべて除外国) で提供するために購入されるサービスについては、そのサポート

場所で提供されるサービスを列挙した個別契約を別途締結する必要があります。サービスに対する

請求書は該当するサポート場所に送付され、現地で適用される税金が含まれます。 

4.8 追加条件 

プレミア サポート サービスは以下の前提条件に基づいて提供されます: 

プレミア サポートの廃止: マイクロソフトは、2022 年 7 月 1 日以降、法人向けプレミア サポート契約

の更新を提供しないこと、また 2024 年 7 月 1 日以降、パブリック セクター プレミア サポート契約の

更新を提供しないことを発表しました。詳細および最新情報については、

http://www.microsoft.com/premier-support-end-of-sale をご覧ください。プレミア サポートの販
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売終了に関するマイクロソフトの計画は、マイクロソフトの単独の裁量により変更される場合があり

ます。 

• サポート サービスの変更または廃止: 適用される個別契約の期間中、マイクロソフトは新しい後継

サポート サービスを提供することがあります。マイクロソフトがその独自の裁量により、本会社が対

象となる個別契約で購入したサポート サービスの提供を継続しないことにした場合、マイクロソフト

は現在のサポート終了日および/または複数年サポート年次応当日付けで、当該サポート サービス

を中止する権利を留保します。マイクロソフトは、適用法により禁止されている場合を除き、当該中

止の 90 日前までに書面で通知します。また、マイクロソフトは、中止前に、本会社が利用できる後

継のサポート サービスを、当該後継サポート サービスに対するマイクロソフトのその時点における

料金および条件で提供します。当該中止の通知があった場合は、本会社は、本契約の規定に従

い、または 30 日前までに書面をもって通知することにより、現在のサポート サービスを終了するこ

とができます。 

• すべてのサービスは、個別契約に記載されている国内の本会社の事業所に対してリモートで提供さ

れます。ただし、別途書面で規定された場合はこの限りではありません。複数の国に事業所が確認

された場合、本会社は、割り当てられたグローバル サービス デリバリー マネージャーからサービス

の提供を受けます。また、各国の各サービス提供地のサービス人員が追加される場合もあります。

個別契約には、本会社の各国の各サポート提供地で提供されるサービスを規定します。 

• リモート リアクティブ サービスは英語で提供されますが、利用可能な場合は本会社で使用されてい

る言語で提供することも可能です。すべてのその他のサービスは、サービスを提供するマイクロソフ

トのサービス拠点で使用されている言語または英語で提供されます。ただし、書面による別段の合

意がある場合はこの限りではありません。 

• マイクロソフトは、マイクロソフトが http://microsoft.com/licensing/contracts (またはマイクロソフト

が指定する後継サイト) に随時掲示する「製品条項」に記載された一般的に入手可能な市販のマイ

クロソフト ソフトウェアおよびオンライン サービス製品のすべてのバージョンについてサポートを提

供します。ただし、個別契約もしくは本サービス規定書の別紙に別段の定めがある場合、またはマイ

クロソフト プレミア オンライン Web サイト (http://premier.microsoft.com) で特に除外されている場

合を除きます。セキュリティ関連以外の修正プログラム サポートは、延長サポート フェーズ 

(http://support.microsoft.com/lifecycle で定義) に入ったマイクロソフト製品には利用できません。 

• プレリリース製品およびベータ製品に対するサポートは、添付の別紙に別途規定される場合を除

き、提供されません。 

• サポート個別契約の一環としてかかる契約の有効期間中に購入した追加サービスを含むすべての

サービスは、適用される個別契約の有効期間中に利用されない場合は失効します。 

• サービスのスケジュールは、マイクロソフトのスタッフの稼働状況に左右され、最小の登録レベルが

満たされない場合、ワークショップはキャンセルされることがあります。 

• マイクロソフトは、本会社の要請に基づき、問題を分析するために本会社のシステムにリモート接続

経由でアクセスすることができます。マイクロソフトの人員は、本会社が許可したかかるシステムの

みにアクセスします。リモート接続アシスタンスを利用するには、本会社は、マイクロソフトに対して

適切なアクセス権および必要な機器を提供しなければなりません。 

• 一部のサービスでは、マイクロソフトが本会社の顧客のデータを保存、処理し、それらにアクセスす

る必要がある場合があります。この場合、マイクロソフトは、データ保護に関するマイクロソフトのポ

リシーおよびプロセスに適合したマイクロソフト認定テクノロジを使用します。本会社が、マイクロソフ

トが認定していないテクノロジの使用をマイクロソフトに要求する場合、本会社は、本会社の顧客の

データの完全性とセキュリティに関する責任はすべて本会社が負うこと、およびマイクロソフトが認

定していないテクノロジの使用に関してマイクロソフトは一切の責任を負わないことを了解し、これに

同意します。 

http://microsoft.com/licensing/contracts
http://premier.microsoft.com/
http://support.microsoft.com/lifecycle


Description of Services Support services 

Page   24 

• 本会社が事前に予定された所定のサービスの取りやめまたはスケジュール変更を要請する場合

で、当該取りやめまたはスケジュール変更がサービスの提供の初日の 14 日前の期限を過ぎて行

われたときは、マイクロソフトは、サービス価格の 100% を上限とする解約手数料を課せるものとし

ます。 

• 購入、またはソフトウェア アシュアランス特典のインシデントの変換により、本会社のサポート パッ

ケージにサービスを追加する場合、マイクロソフトは、提供を円滑に行うために、対応するレベルの

サービス実施管理の追加を求めることがあります。 

• 一定のサービスを発注した後にその種類の変更を希望する場合、希望対象のサービスが利用可能

であって、本会社を担当するサービス デリバリー マネージャーと合意した場合は、同等の価値を交

換したサービスに充当することができます。 

• ソフトウェア アシュアランス特典の年中無休 (24x7) の技術サポート インシデント (SA PRS インシデ

ント、つまり「SAB」) は、問題解決サポート時間または Third Tier サポートにのみ変換することがで

きます。その他のサービスが本会社の地域で提供される場合があります。詳細については、サービ

ス デリバリー マネージャーにお問い合わせください。個別契約に規定の対象プレミア サポート サー

ビスへの変換を約定するソフトウェア アシュアランス特典のインシデントに不足がある場合、当社

は、手続開始日および/または複数年サポート年次応当日から 30 日以後に、当該不足分に相当す

る金額を本会社に請求することがあります。ソフトウェア アシュアランス特典は、本書に記載されて

いる条件および製品条件 (製品条件の付録 B を含むがこれに限定されません) の対象となります。

詳細については、www.microsoft.com/licensing/licensing-programs/software-assurance-by-

benefits でもご覧いただけます。2023 年 2 月に開始される問題解決サポート特典の変更などが記

載されており、この変更により、問題解決サポート時間や本会社のサポート契約の適格コンポーネ

ントが影響を受け、相当するインシデント値に対する調整が生じる場合があります。 

• 一部の追加サービスは本会社の国で利用できない場合があります。詳細については、本会社を担

当するサービス デリバリー マネージャーにお問い合わせください。 

• 本会社は、本会社がマイクロソフトにアクセスを提供するマイクロソフト以外のコードは、本会社が所

有するコードに限定されることに同意します。 

• サービスには、サービス成果物、本会社またはマイクロソフトが所有するコードに関するアドバイスと

ガイダンス、その他のサポート サービスの直接提供が含まれる場合があります。 

• マイクロソフトは、リアクティブ サービスの提供にあたり、サンプル コード以外のいかなる種類のコー

ドも提供しません。 

• 本会社は、サポート サービスの履行において提供されるコードの実装と維持についてすべての責

任を負い、それに伴うリスクを負担します。 

• 購入対象のサービスについて、最小限のプラットフォーム要件が設定されている場合があります。 

• 本会社がパートナー向けプレミア サポートを購入し、マイクロソフト プレミア サポート別紙 - パート
ナー下請を締結しない限り、サービスは本会社の顧客に提供されません。 

• 本会社へのオンサイトによるサービス提供について両者が合意したが前払いされていない場合、合

理的な交通費および宿泊費が本会社に請求されるか、本会社の要請があれば費用分に相当する

問題解決サポートの時間数を差し引きます。 

• 購入された GitHub サポート サービスは、Microsoft Corporation の完全子会社である GitHub, 

Inc. によって提供されます。個別契約にこれと異なる規定があったとしても、本会社の GitHub サポ

ート サービスの利用には、GitHub のプライバシーに関する声明 (https://aka.ms/github_privacy) 

ならびに GitHub のデータ保護に関する補遺およびセキュリティに関する別紙 

(https://aka.ms/github_dpa) が適用されます。 

https://aka.ms/github_privacy
https://aka.ms/github_dpa
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追加の前提条件が、関連する別紙に規定されることがあります。 

4.9 本会社の義務 

プレミア サポートの便益の最適化は、本会社が、適用される別紙に定める義務に加え、以下の義務を履行する

ことを前提条件とします。本会社が以下の義務を果たさなかった場合、サービスの提供が遅延することがありま

す。 

• 本会社は、個別契約で指定連絡先担当者を指定するものとします。そのうちの 1 名は、カスタマー 

サポート マネージャー (CSM) になるものとします。CSM は、本会社のチームを率い、本会社のすべ

てのサポート業務、およびマイクロソフトに対するサポート要請に関する社内手続を管理します。各

担当者には、マイクロソフト プレミア オンライン Web サイトへのアクセス、サポート問題の提出、お

よびマイクロソフト サービス デリバリー チームへの連絡を行うためのアカウント番号が提供されま

す。本会社のオンライン サービスの管理者は、該当するオンライン サービス サポート ポータルを通

じてオンライン サービスのサポート要請を提出できます。指定連絡先担当者のほかに、次の 2 種類

のグループ連絡先も指定することができます。 

o 1 つめの連絡先は、情報を確認するためのマイクロソフト プレミア オンライン Web サイト

へのアクセスおよび、サポート要請の提出のための共有アカウント ID を受け取ります。 

o 2 つめの連絡先は、情報を確認するためのマイクロソフト プレミア オンライン Web サイト

へのアクセスのみを行うことができる共有アカウント ID を受け取ります。 

• オンライン サービス サポートの要請については、本会社のクラウド ベース サービスのクラウド管理

者が、該当するオンライン サービス サポート ポータルを通じてサポート要請を提出する必要があり

ます。 

• サービス リクエストを提出する場合、本会社のリアクティブ サポートに関する連絡先担当者は、問

題の診断と優先順位の設定についてマイクロソフトを支援するため、発生している問題について基

本的に理解しており、問題を再現できる必要があります。これらの担当者は、システムに関する問題

の解決を支援し、サービス リクエストの分析と解決についてマイクロソフトをサポートするため、サポ

ート対象のマイクロソフト製品と本会社のマイクロソフト環境についても熟知している必要がありま

す。 

• 本会社は、本会社が購入したサービス レベルに基づくサービスの利用計画を策定するため、マイク

ロソフトと協力するものとします。 

• 本会社は、個別契約で指定された指定連絡先担当者に変更があった場合は、マイクロソフトに通知

します。 

• マイクロソフトからの要請に応じ、問題の特定や解決のための作業を本会社に行っていただく必要

が生じる場合があります。このような作業には、ネットワーク トレースの実行、エラー メッセージのキ

ャプチャ、構成情報の収集、製品構成の変更、ソフトウェアの新しいバージョンもしくは新しいコンポ

ーネントのインストール、またはプロセスの変更などがあります。 

• 本会社は、本会社のデータをバックアップし、壊滅的な障害によって喪失したまたは改変されたファ

イルを復元する責任を負います。また、本会社は、本会社のソフトウェアおよびデータの完全性とセ

キュリティを確保するために必要な手順を確立しなければなりません。 

• 本会社は、可能な場合には、サービスについてマイクロソフトが随時実施する顧客満足度調査に応

じることに同意します。 

• 本会社の従業員または委託業者の交通費その他の関連費用はすべて本会社が負担するものとし

ます。 
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• 本会社は、サービス デリバリー マネージャーより、本会社が購入したサービスに固有のその他の義

務を履行することを求められる場合があります。 

• 本会社は、適用される個別契約の満了日の 60 日前までに必要かつ適切なデータを添えてプロアク

ティブ サービスを申請するものとします。 

• 本会社は、オンサイトで稼働するマイクロソフトのサービス デリバリー チームに対し、本会社の内部

システムおよび診断ツールへのアクセスに加えて、合理的な電話および高速インターネット アクセス

を提供することに同意します。 
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